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第１章 戦略策定にあたって 

１ 背景 

1992(平成４)年、地球サミットとも呼ばれる「環境と開発のための国際

連合会議(*)」がブラジルのリオデジャネイロで開催され、人類共通の課

題である「地球環境の保全」と「持続可能な開発」を実現するための方策

が話し合われました。また、希少種の取引規制や特定の地域の生物種の保

護を目的としたワシントン条約やラムサール条約(*)等を補完するととも

に、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行うた

めの枠組みとして別途協議されていた「生物多様性条約(*)」への署名が

開始されました。この会議の期間中に日本を含む 168 カ国が署名し、

1993(平成５)年 12 月に所定の要件を満たして生物多様性条約が発効しま

した。 

そして、2002(平成 14)年にオランダのハーグで開催された生物多様性

条約第 6 回締約国会議(ＣＯＰ６)で「2010 年までに生物多様性の損失速

度を顕著に減少させるという目標」が決議されましたが、この目標が抽象

的であったことなどから各国の具体的な行動に結びつかず、目標は達成さ

れなかったことが、2010(平成 22)年 10 月愛知県名古屋市で開催された生

物多様性条約第 10 回締約国会議(ＣＯＰ10)(*)で確認されました。 

このため、ＣＯＰ10 で採択された「愛知目標」では、2050 年を中長期

目標として「自然と共生する世界」の実現を、2020 年を短期目標として

「2020 年までに、回復力があり、また必要なサービスを引き続き提供で

きる生態系を確保するため、生物多様性の損失を止めるための効果的かつ

緊急の行動を実施する」こと、及び「20 の個別目標」が示されました。 

県では県内の生物多様性(*)の保全と持続可能な利用を確かなものとす

るため、2030(平成 42)年頃を展望しつつ、概ね 10 年間を対象期間に「生

物多様性ひょうご戦略」を 2009(平成 21)年３月に策定しました。 

その後、ＣＯＰ10 の成果や「生物多様性国家戦略 2012-2020(*)」の策

定など、生物多様性を巡る動向、社会経済情勢の変化を受け 2011(平成 26)

年３月に戦略を改定し、目標達成に向けた行動計画を実行してきました。 

しかし、人里で相次ぐツキノワグマの出没、相変わらず続く鳥獣被害、

人口減少社会における里地・里山(*)の荒廃、さらにヒアリをはじめとす

る危険な外来生物(*)の新たな侵入など、これまでに加えて人と自然のバ

ランスが崩れ始めており、人と自然が共生・共存するための新たな対策が

この戦略の本文中に(*)が付い

ているものは、用語解説で説

明を行っています。 
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求められています。 

 

２ 戦略改定の趣旨と施策展開方針 

（１）改定の趣旨 

現行戦略は、2014(平成 26)年３月に策定し、概ね 10 年間を計画期

間として生物多様性の推進に取り組んできました。 

この結果、県下各地域では生物多様性地域戦略の策定が広がってい

ます。市町レベルでは 11 市町が戦略を策定しており、策定数の全国

比較では東京都の 12 市区町村に次ぐ２位となっています。さらに身

近な地域レベルでの戦略は 41 箇所(27 市町)で策定され、これらによ

り、より細かな生物多様性の保全の方針や具体的な取組方法等の明確

化が図られています。また、県が代表的な取組として認定している生

物多様性保全プロジェクト数も増加(H25:57 団体→H29:76 団体)する

など、実効性のある保全活動が展開されています。 

しかし、計画の策定から概ね５年が経過し、本県の環境を取り巻く

状況は大きく変化しています。 

2015(平成 27)年９月の国連総会で採択された｢持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ｣では､｢持続可能な開発目標｣(ＳＤＧｓ) (*)

として 17 のゴールが提示されましたが､その中には､環境問題に関わ

る課題が数多く含まれるなど､地球環境の持続性に関する国際的な危

機感が高まっています。 

国内に目を転じると、本格的な少子高齢化・人口減少の中で、担い

手の減少による里地・里山の維持管理の困難化や、野生鳥獣被害の拡

大など、環境分野で深刻な影響が懸念されています。 

また、気候変動への適応やヒアリをはじめとする侵略的な外来生物

の防除など、顕在化する課題に対してより一層の取組の強化が求めら

れています。 

このような環境課題の変化に適切に対応し、生物多様性の保全と持

続可能な利用に向けて計画的かつ重点的に取り組むべき施策を明ら

かにするために、｢生物多様性ひょうご戦略｣を改定します。 

 

（２）施策展開方針 

 ① 担い手の減少による森林等里地・里山の維持管理の困難化や野生鳥

獣被害の拡大、侵略的な外来生物の侵入、さらには気候変動の影響な

どの生物多様性の危機など、顕在化している環境課題に対して重点的
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に取組みます。 

② 生物多様性の保全・再生・持続可能な利用とその基盤となる環境

の創造のための目標を共有し、県の各種施策を一層有機的に連携させ

て、総合的・体系的かつ計画的に推進します。 

③ 県民、事業者、民間団体、行政などの各主体が、それぞれの役割

を明確にし、協働して、自発的かつ積極的に生物多様性の保全と持続

可能な利用に取組みます。 

 

３ 戦略の位置づけ(性格) 

（１）「生物多様性基本法(*)(平成 20 年６月６日法律第 58 号)」第 13

条の規定に基づく、兵庫県の区域内における生物多様性の保全及

び持続可能な利用に関する基本的な計画 

 

（２）「環境の保全と創造に関する条例」(*)第６条の規定に基づき、

環境の保全と創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ための基本的な計画として策定された「兵庫県環境基本計画」(*)

における「自然共生」の分野の具体化を図る戦略 

 

（３）2030 年の兵庫の目指す姿を描いた「兵庫 2030 年の展望(*)」に

おける将来像「人と自然が共生」「豊かな森林が多面的機能を発揮」

を目指す実行計画 

 

（４）市町の生物多様性に関する戦略の策定や施策の実施で尊重され

るべき基本指針、また、県民の生活や事業者の事業活動、あるい

は民間団体の活動に際し、生物多様性の保全と持続可能な利用に

関して考慮すべき行動指針 

 

４ 戦略の期間 

  愛知目標の達成を目指すとともに、2040 年頃を展望しつつ、概ね今後

10 年間(2030 年度まで)を期間として戦略を策定し、社会経済情勢や環

境問題の変化などに適切に対応するため５年ごとに見直しを行います。 
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生物多様性ひょうご戦略の構成 

第１章 戦略策定にあたって 

①背景 ③戦略の位置づけ ④戦略の期間 ②戦略改定の趣旨と施策展開方針 

第４章 生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた行動計画 

①戦略の理念 ②目標とする将来像 

④行動計画 
○参画と協働による生物多様性保全活動の推進＜主体毎の行動計画＞ 

○人の営みと生物多様性の調和の推進＜場面毎の行動計画＞ 

○生物多様性に支えられる地域の多様な自然と文化を守り育てる仕組みの確立＜地域資源毎の行動計画＞ 

○行動計画を支える基盤整備の充実 

○愛知目標とＳＤＧＳを踏まえた取組の実践 

 

第５章 戦略の効果的推進 

第２章 生物多様性をとりまく情勢 

①生物多様性とは 
○遺伝子の多様性 

○種の多様性 

○生態系の多様性 

②生物多様性
がもたらす
めぐみ 

③生物多様性の危機 
 ○開発など人間活動による危機 

 ○人間活動の縮小による危機 

 ○人間により持ち込まれた生物による危機 

 ○地球環境の変化による危機 

⑤生物多様性に関する国内外の動向 
 ○世界の動向 ○国の動向 ○関西広域連合の動向 

 ○県の動向 ○市町の動向 ○地域の動向 

①現状と課題 
 ○侵略的な外来生物の侵入 ○相変わらず続く野生鳥獣被害 ○瀬戸内海の沿岸域環境の変化や栄

養塩濃度の低下 ○気候変動の影響増大 ○森林等里地・里山の多面的機能低下のおそれや開発によ

る自然破壊 ○生物多様性の保全等に関わる人材不足 

第３章 現状と課題 

④生物多様性の現状 
○環境省レッドリストから見た生

物多様性の現状 

○ひょうごの生物多様性 

③戦略の概念図 

①各主体の役割 
②戦略の推進 
○外来生物対策協議会の設置 ○庁内の連携 ○市町との

連携 ○ＮＰＯ等の民間活動団体との連携と協働 ○企業

等の事業者との連携 ○大学、研究機関との連携 ○国、関

西広域連合、近隣府県等との連携 

 

③行動計画の工程表・数値目

標及び点検評価 

資料編 

○県内の生物多様性保全・再生の取組状況 

○用語解説 ○ひょうごの生物多様性保全プロジェクト 

○人材育成の推進 

○県・市町・ＮＰＯの取組 

○行動計画の実施状況と評価 


